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○　

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

第
五
条　

収
用
委
員
会
は
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送

第
五
条　

収
用
委
員
会
は
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送

達
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
前
条
第
二
項
の
規

達
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
公
示
送
達
を
行
う
こ
と
が

定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
公
示
送
達
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

２　

公
示
送
達
は
、
送
達
す
べ
き
書
類
を
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も

２　

公
示
送
達
は
、
送
達
す
べ
き
書
類
を
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も

交
付
す
る
旨
を
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
令
で
定

交
付
す
る
旨
を
都
道
府
県
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
都
道
府
県
の
公

 

め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置

報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
都
道
府
県
の
掲
示
場
に
掲
示

 

し
、
又
は
そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像

 

面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と

 
 

る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

収
用
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
収
用
し
、
若
し
く
は

３　

収
用
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
収
用
し
、
若
し
く
は

使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
（
法
第
五
条
に
掲
げ
る
権
利
を
収
用
し
、
又
は
使

使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
（
法
第
五
条
に
掲
げ
る
権
利
を
収
用
し
、
又
は
使

用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
権
利
の
目
的
で
あ
り
、
又
は
当
該
権
利
に
関

用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
権
利
の
目
的
で
あ
り
、
又
は
当
該
権
利
に
関

係
の
あ
る
土
地
、
河
川
の
敷
地
、
海
底
、
水
又
は
立
木
、
建
物
そ
の
他
土
地

係
の
あ
る
土
地
、
河
川
の
敷
地
、
海
底
、
水
又
は
立
木
、
建
物
そ
の
他
土
地

に
定
着
す
る
物
件
、
法
第
六
条
に
掲
げ
る
立
木
、
建
物
そ
の
他
土
地
に
定
着

に
定
着
す
る
物
件
、
法
第
六
条
に
掲
げ
る
立
木
、
建
物
そ
の
他
土
地
に
定
着

す
る
物
件
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
立
木
、
建
物
そ
の

す
る
物
件
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
立
木
、
建
物
そ
の

他
土
地
に
定
着
す
る
物
件
、
法
第
七
条
に
規
定
す
る
土
石
砂
れ
き
を
収
用
す

他
土
地
に
定
着
す
る
物
件
、
法
第
七
条
に
規
定
す
る
土
石
砂
れ
き
を
収
用
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
土
石
砂
れ
き
の
属
す
る
土
地
）
の
所
在
す
る
市
町
村
の

る
場
合
に
あ
つ
て
は
土
石
砂
れ
き
の
属
す
る
土
地
）
の
所
在
す
る
市
町
村
の

長
若
し
く
は
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
若
し
く
は
そ
の
者
の
最
後
の
住

長
若
し
く
は
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
若
し
く
は
そ
の
者
の
最
後
の
住
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所
の
属
す
る
市
町
村
の
長
に
対
し
て
公
示
送
達
が
あ
つ
た
旨
を
当
該
市
町
村

所
の
属
す
る
市
町
村
の
長
に
対
し
て
公
示
送
達
が
あ
つ
た
旨
を
掲
示
す
る
こ

の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
若
し
く
は
そ
の
旨
を
当
該
市
町
村
の
事
務
所
に
設
置

と
を
求
め
、
又
は
公
示
送
達
が
あ
つ
た
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き

 

し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
、
又
は
公
示
送
達
が
あ
つ
た
旨
を

 

官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

市
町
村
長
は
、
前
項
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
当
該
求

４　

市
町
村
長
は
、
前
項
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
当
該
市

 
 

め
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

町
村
の
掲
示
場
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

収
用
委
員
会
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
と
き
は
、
当
該
措

５　

収
用
委
員
会
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
及
び
掲
載
を
し
た
と
き
は
、

置
（
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
す
る
措
置
を
除
く
。
）
を
開
始
し
た
日
の
翌

そ
の
掲
示
を
始
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
時
に
送

 

日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
時
に
送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す

達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

 
 

。

 
 

第
六
条
の
二　

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
第
五
条

第
六
条
の
二　

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
第
五
条

の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条

の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
、
法
第
四
十

の
四
第
三
項
、
第
九
十
四
条
第
五
項
、
第
百
二
条
の
二
第
三
項
、
第
百
二
十

六
条
の
四
第
三
項
、
法
第
九
十
四
条
第
五
項
、
法
第
百
二
条
の
二
第
三
項
、

二
条
第
三
項
及
び
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
場
合

法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
及
び
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」

知
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「

と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
三
項
」
と
、
同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定

前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
三
項
」
と
、
同
項
か
ら
同
条
第
三

中
「
公
示
送
達
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
に
よ
る
通
知
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か

項
ま
で
の
規
定
中
「
公
示
送
達
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
に
よ
る
通
知
」
と
読

、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
は

み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
場

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字

合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三

 
 

句
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

 
 

と
す
る
。
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法
第
四
十
六

第
五
条
第
一

収
用
委
員
会
は
、

収
用
委
員
会
は
、
起

法
第
四
十
六

第
五
条
第
一

収
用
委
員
会
は
、

収
用
委
員
会
は
、
起

条
の
四
第
三

項

業
者
が

条
の
四
第
三

項

業
者
が

 
 

項

項

 
 

 
 

 

場
合
に
お
い
て
は

場
合
に
お
い
て
は
、

場
合
に
お
い
て
は

場
合
に
お
い
て
は
、

 
 

 
 

 

、

起
業
者
の
求
め
に
よ

、

起
業
者
の
求
め
に
よ

 
 

 

り
、
そ
の
者
の
た
め

り
、
そ
の
者
の
た
め

に

に

 
  

  
 

第
五
条
第
二

交
付
す
る

起
業
者
が
交
付
す
る

 

第
五
条
第
二

交
付
す
る

起
業
者
が
交
付
す
る

項

 

項

 

 
  

 

第
五
条
第
三

収
用
委
員
会

起
業
者

 

第
五
条
第
三

収
用
委
員
会

起
業
者

項

 

項

 

 
  

 
 

法
第
百
二
条

第
五
条
第
一

収
用
委
員
会

都
道
府
県
知
事

 

法
第
百
二
条

第
五
条
第
一

収
用
委
員
会

都
道
府
県
知
事

 
 

 

の
二
第
三
項

項
、
第
三
項

の
二
第
三
項

項
、
第
三
項

及
び
第
五
項

及
び
第
五
項

 
  

  
 

 

法
第
百
二
十

第
五
条
第
一

収
用
委
員
会

市
町
村
長

 
法
第
百
二
十

第
五
条
第
一

収
用
委
員
会

市
町
村
長

二
条
第
三
項

項

 

二
条
第
三
項

項

 
 

 
 

 

 
 

 

第
五
条
第
二

交
付
す
る
旨
を
都

交
付
す
る
旨
を

第
五
条
第
二

都
道
府
県
の
掲
示

市
町
村
の
掲
示
場
に

 
 

 

項

道
府
県
の
公
報
に

項

場
に
掲
示
す
る
と

掲
示
し
て
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掲
載
し
、
か
つ
、

と
も
に
都
道
府
県

 

の
公
報
に
掲
載
し

 

て

  

都
道
府
県
の
掲
示

市
町
村
の
掲
示
場

 

場

  

都
道
府
県
の
事
務

市
町
村
の
事
務
所

 

所
    

第
五
条
第
三

収
用
委
員
会

市
町
村
長

第
五
条
第
三

収
用
委
員
会

市
町
村
長

  
 

項

項

 
 

所
在
す
る
市
町
村

所
在
す
る
都
道
府
県

所
在
す
る
市
町
村

所
在
す
る
都
道
府
県

 
 

の
長
若
し
く
は

の
収
用
委
員
会
に
対

の
長
若
し
く
は

の
収
用
委
員
会
に
対

 
 

し
て
公
示
に
よ
る
通

し
て
公
示
に
よ
る
通

 
 

知
が
あ
つ
た
旨
を
都

知
が
あ
つ
た
旨
を
都

 
 

道
府
県
の
公
報
に
掲

道
府
県
の
掲
示
場
に 

載
す
る
と
と
も
に
、

掲
示
す
る
と
と
も
に 

そ
の
旨
が
記
載
さ
れ

都
道
府
県
の
公
報
に 

た
書
面
を
都
道
府
県

掲
載
す
る
こ
と
を
求

 

の
掲
示
場
に
掲
示
し

め
、

 

、
若
し
く
は
そ
の
旨

 

を
都
道
府
県
の
事
務
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所
に
設
置
し
た
電
子

 

計
算
機
の
映
像
面
に

 

表
示
し
た
も
の
の
閲

 

覧
を
す
る
こ
と
が
で

 

き
る
状
態
に
置
く
措

置
を
と
る
こ
と
を
求

め
、

 

第
五
条
第
四

市
町
村
長
は
、
前

前
項
の
求
め
を
受
け

第
五
条
第
四

市
町
村
長
は
、
前

前
項
の
求
め
を
受
け 

項

項
の

た
収
用
委
員
会
又
は

項

項
の

た
収
用
委
員
会
又
は 

市
町
村
長
は
、
そ
れ

市
町
村
長
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
そ
の

ぞ
れ
、
そ
の

 

当
該
市
町
村

都
道
府
県
の
掲
示
場 

に
掲
示
す
る
と
と
も 

に
都
道
府
県
の
公
報 

に
掲
載
し
、
又
は
当

該
市
町
村 

第
五
条
第
五

収
用
委
員
会

市
町
村
長

第
五
条
第
五

収
用
委
員
会

市
町
村
長

 

項

項

当
該
措
置
（
都
道

当
該
措
置

掲
示
及
び
掲
載

掲
示

府
県
の
公
報
に
掲

載
す
る
措
置
を
除
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く
。
）
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○　

成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
物
件
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
）

（
物
件
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
）

第
一
条　

成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
法
」

第
一
条　

成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
二
項
（
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

の
と
す
る
。

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

 
 

と
す
る
。

 
 

一　

保
管
し
た
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

一　

保
管
し
た
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

 
 

二　

当
該
物
件
を
除
去
し
た
日
時
及
び
場
所

二　

当
該
物
件
を
除
去
し
、
又
は
一
時
保
管
し
た
日
時
及
び
場
所

 
 

三　

当
該
物
件
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

三　

当
該
物
件
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
物
件
を
返
還
す
る
た
め
必
要
と

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
物
件
を
返
還
す
る
た
め
必
要
と

認
め
ら
れ
る
事
項

認
め
ら
れ
る
事
項

 
 

（
物
件
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
方
法
）

（
物
件
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
方
法
）

 
 

第
二
条　

法
第
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に

第
二
条　

法
第
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に

 
 

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

一　

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月 

を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る

間
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
区
域
内
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め

 

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た

る
場
所
に
設
け
ら
れ
る
掲
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
。

 

書
面
を
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
区
域
内
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定

 

め
る
場
所
に
設
け
ら
れ
る
掲
示
板
に
掲
示
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を
当

 

該
場
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
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す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
。

二　

前
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経

二　

前
号
の
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
し
て
も
な
お

 

過
し
て
も
な
お
そ
の
措
置
に
係
る
物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
者
を
確
知

そ
の
掲
示
に
係
る
物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で

 
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
要
旨
を
官

き
な
い
と
き
は
、
そ
の
掲
示
し
た
事
項
の
要
旨
を
官
報
又
は
新
聞
紙
に
掲

 

報
又
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
こ
と
。

載
す
る
こ
と
。

 
 

(

物
件
を
一
時
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
等
）

第
三
条　

前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

（
新
設
）

条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
条
第
一
号
中
「
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
」
と
あ
る
の
は
「
物
件
」

と
、
同
条
第
二
号
中
「
除
去
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
一
時
保
管
し
た
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○　

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

第
五
十
二
条　

法
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
そ
の
公

第
五
十
二
条　

法
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
、

告
す
べ
き
内
容
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
告
内
容
」
と
い
う
。
）
を
官

公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
て
行
う
ほ
か

報
、
公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ

、
施
行
者
が
そ
の
公
告
す
べ
き
内
容
を
施
行
地
区
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示

 

、
公
告
内
容
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
掲
示
等
の
措
置
（
公
告

 

内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
施
行
地
区
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
、
又
は

 

公
告
内
容
を
当
該
場
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も

 

の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

 

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

 

し
、
防
災
街
区
整
備
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
国
土
交

 

通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
告
内
容
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ

 
 

と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

２　

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
掲
示
等
の
措
置
が
と
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
施

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
施
行
地
区
の
属
す
る
市
町
村
及
び
書
類

行
地
区
の
属
す
る
市
町
村
及
び
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
又
は

の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
又
は
そ
の
者
の
最
後
の
住
所
の
属
す
る
市

そ
の
者
の
最
後
の
住
所
の
属
す
る
市
町
村
の
長
は
、
当
該
掲
示
等
の
措
置
が

町
村
の
長
は
、
同
項
の
掲
示
が
さ
れ
て
い
る
旨
の
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

と
ら
れ
て
い
る
旨
の
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
者
は
、
市
町
村
長
に
当
該
市
町
村
長
が

、
施
行
者
は
、
市
町
村
長
に
当
該
市
町
村
長
が
行
う
べ
き
公
告
の
内
容
を
通

行
う
べ
き
公
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告
内
容
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る

３　

第
一
項
の
掲
示
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
公
告
の
あ
っ
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こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
及
び
掲
示
等
の
措
置
は
、
前
項
の
規
定
に

た
日
か
ら
十
日
間
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
市
町
村
長
が
行
う
公
告
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
間
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４　

法
第
二
百
七
十
九
条
第
二
項
の
公
告
の
日
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う

４　

法
第
二
百
七
十
九
条
第
二
項
の
公
告
の
日
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う

措
置
の
期
間
の
満
了
日
と
す
る
。

掲
示
の
期
間
の
満
了
日
と
す
る
。
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○　

大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

第
八
条　

市
町
村
長
は
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る

第
八
条　

市
町
村
長
は
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る

　

場
合
に
お
い
て
、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
通
知
す
べ

　

場
合
に
お
い
て
、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
通
知
す
べ

　

き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

　

き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

　

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

公
示
に
よ
る
通
知
は
、
通
知
す
べ
き
書
類
を
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
に
い

２　

公
示
に
よ
る
通
知
は
、
通
知
す
べ
き
書
類
を
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
に
い 

つ
で
も
交
付
す
る
旨
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数

つ
で
も
交
付
す
る
旨
を
市
町
村
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
記
載

 

さ
れ
た
書
面
を
市
町
村
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
市
町
村
の
事

 

務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

市
町
村
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
区
域
の
所
在
す
る

３　

市
町
村
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
区
域
の
所
在
す
る

都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
て
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
旨
を
都
道
府
県
の

都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
て
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
旨
を
都
道
府
県
の

公
報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
若
し
く
は

掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
を
求
め

そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示

、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
若
し
く
は
そ
の
者
の
最
後
の
住
所
の
属
す

し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を

る
市
町
村
の
長
に
対
し
て
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
旨
を
掲
示
す
る
こ
と

求
め
、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
若
し
く
は
そ
の
者
の
最
後
の
住
所
の

を
求
め
、
又
は
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が

 

属
す
る
市
町
村
の
長
に
対
し
て
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
旨
を
当
該
市
町

で
き
る
。

 

村
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
若
し
く
は
そ
の
旨
を
当
該
市
町
村
の
事
務
所
に
設

 

置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で

 

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
、
又
は
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
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っ
た
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

前
項
の
求
め
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

４　

前
項
の
求
め
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

そ
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
当
該
求
め
に
係
る
措
置
を
と

そ
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
都
道
府
県
の
掲
示
場
に
掲
示

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
と
と
も
に
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
、
又
は
当
該
市
町
村
の
掲
示
場

 

に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

市
町
村
長
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
と
き
は
、
当
該
措
置

５　

市
町
村
長
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
掲
示
を

を
開
始
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
時
に
通
知
が
あ

始
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
時
に
通
知
が
あ
っ
た

っ
た
も
の
と
み
な
す
。

も
の
と
み
な
す
。

 
 

第
九
条　

前
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
九
条　

前
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
通
知
を
す
る
場
合
に
準

三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
通
知
を
す
る
場
合
に
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
交
付
す
る
旨
を
」
と
あ

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「

る
の
は
「
交
付
す
る
旨
を
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
、
か
つ
、
」
と
、
「

市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
市
町

市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
所
在
す
る
都

村
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
掲
示
場
に
掲
示
す

道
府
県
の
知
事
に
対
し
て
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
旨
を
都
道
府
県
の
公

る
と
と
も
に
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
て
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
所
在

報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
若
し
く
は
そ

す
る
都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
て
公
示
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
旨
を
都
道
府

の
旨
を
都
道
府
県
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し

県
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
を

た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を
求

求
め
、
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
す
る
市
町
村
の
長
若
し
く
は
」
と
、
同
条
第

め
、
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
す
る
市
町
村
の
長
若
し
く
は
」
と
、
同
条
第
四

四
項
中
「
前
項
の
求
め
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
そ
れ

項
中
「
前
項
の
求
め
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
そ
れ
ぞ

ぞ
れ
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
は
、
前
項
の
」
と
、
「
都
道
府
県

れ
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
は
、
前
項
の
」
と
、
同
条
第
五
項
中

の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
、
又
は
当
該

「
当
該
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
措
置
（
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
す
る

市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
市
町
村
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
掲
示
を
し

措
置
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

た
」
と
あ
る
の
は
「
掲
示
及
び
掲
載
を
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
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○　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

第
二
十
五
条　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
そ
の
公
告
す

第
二
十
五
条　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
、
公
報

べ
き
内
容
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
告
内
容
」
と
い
う
。
）
を
官
報
、

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、
書
類
の

公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、
公

送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地

告
内
容
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧

若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は
隣
接
施
行
敷
地
（
法
第
八
十
一
条
の
建
築
工
事
又

す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
掲
示
等
の
措
置
（
公
告
内
容

は
更
新
工
事
の
完
了
の
公
告
の
日
以
後
に
あ
っ
て
は
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン

が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
権
利
を
有
す

の
敷
地
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て

る
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
若
し
く
は
隣
接
施
行
敷

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
（
法
第
八
十
一
条
の
建
築
工
事
又
は
更
新
工
事
の
完
了
の
公
告
の
日
以
後

に
あ
っ
て
は
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
公
告
内
容
を
当
該
場
所
に
設
置
し

た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
に
置
く
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
こ
と

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
の
規

模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公

告
内
容
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と

を
要
し
な
い
。

２　

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
掲
示
等
の
措
置
が
と
ら
れ
た
と
き
は
、
同
項
の

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く

再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は
隣
接
施
行
敷
地
の
所

は
再
建
敷
地
又
は
隣
接
施
行
敷
地
の
所
在
地
の
市
町
村
長
及
び
書
類
の
送
付

在
地
の
市
町
村
長
及
び
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
又
は
そ
の
者

を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
又
は
そ
の
者
の
最
後
の
住
所
の
所
在
地
の
市
町
村
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の
最
後
の
住
所
の
所
在
地
の
市
町
村
長
は
、
当
該
掲
示
等
の
措
置
が
と
ら
れ

長
は
、
同
項
の
掲
示
が
さ
れ
て
い
る
旨
の
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
い
る
旨
の
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
者
は
、
市
町
村
長
に
当
該
市
町
村
長
が
行
う
べ

者
は
、
市
町
村
長
に
当
該
市
町
村
長
が
行
う
べ
き
公
告
の
内
容
を
通
知
し
な

き
公
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告
内
容
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る

３　

第
一
項
の
掲
示
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
公
告
の
あ
っ

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
及
び
掲
示
等
の
措
置
は
、
前
項
の
規
定
に

た
日
か
ら
十
日
間
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
市
町
村
長
が
行
う
公
告
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
間
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４　

法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
公
告
の
日
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
措
置

４　

法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
公
告
の
日
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
掲
示

の
期
間
の
満
了
日
と
す
る
。

の
期
間
の
満
了
日
と
す
る
。

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

第
三
十
四
条　

法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
そ
の
公
告

第
三
十
四
条　

法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
、
公
報
そ
の
他
国

す
べ
き
内
容
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
告
内
容
」
と
い
う
。
）
を
官
報

土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、
書
類
の
送
付
を
受

、
公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、

け
る
べ
き
者
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
又
は
売
却

公
告
内
容
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲

敷
地
の
区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
掲
示
等
の
措
置
（
公
告
内

容
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
権
利
を
有

す
る
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
売
却
敷
地
の
区
域
内
の
適
当
な

場
所
に
掲
示
し
、
又
は
公
告
内
容
を
当
該
場
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の

映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置

を
い
う
。
）
を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
マ

ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
告
内
容
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。
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２　

第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い

２　

第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
と
あ

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、

り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第

及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
と

一
項
本
文
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
よ
り
掲
示
等
の
措
置
」
と
あ
る
の
は
「

、
同
条
第
二
項
中
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
掲
示
等
の
措
置
」
と
、
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷

隣
接
施
行
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
又
は
売
却
敷

地
若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は
隣
接
施
行
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
売
却
等
マ
ン

地
」
と
、
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
条
に
規
定
す
る
組
合
」
と

シ
ョ
ン
の
敷
地
又
は
売
却
敷
地
」
と
、
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百

、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
五
十

九
条
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
告
内
容
」
と
あ
る
の
は

九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
同
項
に
規
定
す
る
公
告
内
容
」
と
、
「
掲
示
等
の
措
置
」
と
あ
る
の
は
「

同
項
に
規
定
す
る
掲
示
等
の
措
置
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
九
十
六
条

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

第
三
十
五
条
の
八　

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

第
三
十
五
条
の
八　

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
一
第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
、

は
、
そ
の
公
告
す
べ
き
内
容
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
告
内
容
」
と
い

公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、
除

う
。
）
を
官
報
、
公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲

却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
の
区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ

載
し
、
か
つ
、
公
告
内
容
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定

ば
な
ら
な
い
。

多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
掲
示
等
の

措
置
（
公
告
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
の
区
域

内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
公
告
内
容
を
当
該
場
所
に
設
置
し
た
電

子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

に
置
く
措
置
を
い
う
。
）
を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
告
内
容
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
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す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

２　

第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い

２　

第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
と
あ

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、

り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の

及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
八
第
一
項

八
第
一
項
本
文
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
よ
り
掲
示
等
の
措
置
」
と
あ
る
の

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地

は
「
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
掲
示
等
の
措
置
」
と
、
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン

又
は
隣
接
施
行
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
と
、
「

の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は
隣
接
施
行
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
除
却
マ

施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、

ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
と
、
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三
条
の

同
条
第
四
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三

二
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
告
内
容
」
と
あ
る
の
は
「

条
の
五
十
一
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

同
項
に
規
定
す
る
公
告
内
容
」
と
、
「
掲
示
等
の
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
同

項
に
規
定
す
る
掲
示
等
の
措
置
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
一
第
二
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

第
四
十
二
条　

法
第
二
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
そ
の
公
告

第
四
十
二
条　

法
第
二
百
十
二
条
第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
、
公
報
そ
の
他
国

す
べ
き
内
容
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
告
内
容
」
と
い
う
。
）
を
官
報

土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、
分
割
実
施
敷
地
の

、
公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、

区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
告
内
容
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
掲
示
等
の
措
置
（
公
告
内

容
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
分
割
実
施
敷
地
の
区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示

し
、
又
は
公
告
内
容
を
当
該
場
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表

示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
い
う
。
）

を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
敷
地
分
割
事
業

の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
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、
公
告
内
容
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く

こ
と
を
要
し
な
い
。

２　

第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い

２　

第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
と
あ

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、

り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第

及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と

一
項
本
文
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
よ
り
掲
示
等
の
措
置
」
と
あ
る
の
は
「

、
同
条
第
二
項
中
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
掲
示
等
の
措
置
」
と
、
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷

隣
接
施
行
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
実
施
敷
地
」
と
、
「
施
行
者
」
と
あ

地
若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は
隣
接
施
行
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
実
施
敷

る
の
は
「
法
第
百
六
十
四
条
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法

地
」
と
、
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
四
条
に
規
定
す
る
組
合

第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
百
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
公
告
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
に
規
定
す
る
公

替
え
る
も
の
と
す
る
。

告
内
容
」
と
、
「
掲
示
等
の
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
に
規
定
す
る
掲
示

等
の
措
置
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
九
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
二
百
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

        


